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Ⅰ 一般仕様 
１．件名 

レーザー伝送管の設置作業 
 

２．目的 
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）では、JT-60SAのプラズマ加

熱実験運転に向けて計測装置の整備を実施する。本件では、計測装置の付帯機器整備の一環として、レ
ーザー伝送管を整備するものである。 

 
３．業務内容 
（1）レーザー伝送管及びミラーボックスの敷設  １式 
（2）床板、点検口蓋の設計・製作及び設置  １式 
（3）安全柵の設置     １式 
（4）試験検査      １式 

  (5）敷設作業の工程調整    １式 
 
４．履行期限 

令和 8 年１２月１８日(金) 
なお、作業期間は QST と協議の上、決定すること。契約締結後速やかに QST 担当者と連絡を取り
作業日について協議すること。 

 
５．履行場所 

茨城県那珂市向山 801-1 
QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60 実験棟本体室 

 
６．作業完了条件 
  据付調整後渡し 
 
７．検査条件 

第 I 章 5 項に示す履行場所に据付後、第 II 章 4 項に定める試験検査及び第Ⅰ章 9 項に定める提出図
書の合格をもって検査合格とする 
 

８．契約不適合責任  
契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 

 
９．提出図書 

受注者は契約後、表 9-1の書類を遅滞なく提出し、確認が必要なものは確認を得ること。 
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表 9-1 提出書類 
図 書 名 提 出 時 期 部数 確認 
工程表 
作業要領書 
 
確認図 
 
 
試験検査要領書 
 
 
打合せ議事録 
作業者名簿 
作業体制表 
緊急連絡体制表 
作業日報 
危険予知活動記録 
 
工場立会検査申請書 
試験検査成績書 
完成報告書 
 
再委託承諾願 
（QST指定様式） 
 
外国人来訪者票 
（QST指定様式） 

契約後速やかに 
作業開始前 
 
製作着手前 
※確認後コピー3部提出のこと 
 

検査着手前 
※確認後コピー3部提出のこと 
 

打合せ後速やかに 
作業開始前 
作業開始前 
作業開始前 
作業開始前 
作業開始前 
 
検査日の 1 週間前まで 
納入時 
納入時 
 
契約後速やかに 
※下請負等がある場合に提出のこと。 
 
入構の 2週間前まで 
※外国籍の者、又は、日本国籍で非居住
者の入構がある場合に提出のこと。 

3 部 
3 部 
 
3 部 
 
 
3 部 
 
 
1 部 
1 部 
1 部 
1 部 
1 部 
1 部 
 
3 部 
3 部 
3 部 
 
1 式 
 
 
1 式 

要 
要 
 
要 
 
 
要 
 
 
不要 
不要 
不要 
不要 
不要 
不要 
 
不要 
不要 
不要 
 
要 
 
 
要 

 
（提出場所） 

QST 那珂フュージョン科学技術研究所 
先進プラズマ研究開発部 先進プラズマ第 1実験グループ 
 

（確認方法） 
QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返

却する。当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないとき
は、受理したものとする。この確認は、確認が必要な書類 1部をもって行うものとし、受注者はQST
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の確認後、残りの書類のコピーをQST へ送付するものとする。 
「再委託承諾願」は、QST の確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」は、QST

の確認後、入構可否を文書で回答するものとする。 
 
10．支給品 

以下を無償にて支給する。 
 
レーザー伝送管      １式 
ミラーボックス      １式 
レーザー伝送管及びミラーボックス用の取付座及び絶縁プレート １式 
レーザー伝送管取付座の位置較正治具    １式 
レーザー伝送管敷設マニュアル    １式 
 
<その他関連事項> 
(1) 支給品に関わる必要な情報は、QSTから適宜提供する。 
(2) 梱包材の扱い 

支給品の梱包材は、可能な限り組立室搬入前に取り外すこと。梱包状態によってそのまま組立
室内におろす必要がある場合は、下に養生シート（受注者が用意）を敷くこと。機器を梱包材か
ら取り出したあとは、梱包材をQSTが指定する敷地内に運搬し、仮置きすること。 

(3) その他 
作業に必要な電気・水については無償で支給する。 

 
11．貸与品 

表 11-1に貸与品を示す。貸与品は JT-60 実験棟内、超伝導コイル巻線棟内での契約履行時に貸与す
るものであり、履行完了後速やかに返却すること。 

 
表 11-1 貸与品リスト 

 品目 員数 貸与場所 
1 天井走行クレーン（250t/70t） 1 JT-60実験棟本体室/組立室 
2 天井走行クレーン（30t/5t） 1 JT-60実験棟本体室/組立室 
3 ホイスト式橋形クレーン（20t/3t） 1 超伝導コイル巻線棟 

 
<その他関連事項> 
(1) 貸与品に関わる必要な情報は、QSTから適宜提供する。なお、貸与品は無償とする。 
(2) 資材置き場 

本件に必要となる資材置き場（土地）は、可能な範囲において、作業現場付近にて無償貸与す
る。なお、詳細についてはQSTと別途協議するものとする。 
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(3) その他 
現場事務所が必要な場合には、JT-60 実験棟 2F 周辺室を無償で貸与する。会議机や椅子等は受
注業者で用意することとするが、詳細についてはQST と別途協議するものとする。 
 

支給品及び貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が支給品及び貸与品の所在
等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告す
ることとする。 
 

12．免責事項 
(1) 支給する機器の設計及び製作に関する一切 
(2) 本作業後（納入後）の他機器組立作業に関する一切 
(3) 既設品、既設設備の取合いに関する非作業部の性能 

 
13．品質管理 

本契約の品質保証に係る要求事項は、別紙１「ＢＡ調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する
特約条項」に定められたとおりとする。なお、本契約の品質重要度分類の等級はクラス C とする。 

 
14．適用法規・規格基準 

次の法規、規格及び基準に基づき、現地作業を行うものとする。 
(1) QST 内諸規程 
(2) 日本産業規格(JIS) 
(3) 労働基準法 
(4) 労働安全衛生法 
(5) JT-60 施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領 

（JT-60 安全手引、JT-60実験棟本体室等における作業手引書等） 
 
15．安全管理 

15.1 放射線管理区域内作業に関する事項 
① 本作業は、第一種放射線管理区域内での作業になるため、放射線障害予防及び放射線の安全な

取扱いに関するQST内諸規程を順守すること。作業安全の確保に必要な対策・処置等に万全を
期すこと。なお、詳細事項は事前にQSTと十分な打ち合わせを持つものとする。 

② 本体室は第一種放射線管理区域となり、既設機器は放射化（60Co 等）しているため、汚染が発
生するような加工作業を実施するにあたっては、「JT-60 解体作業における放射線作業要領」に
準じて、養生等必要な防護措置を講じること。 

③ 作業現場での放射線測定等は、基本的にQSTが行う。 
④ 空気汚染を伴う加工作業（溶接、溶断、グラインダー等）と空気汚染を伴わない作業を明確に区

別して作業を実施すること。加工作業の場合は、被ばく及び汚染防止の観点から定められた専
用の保護具（安全靴、防護衣等）を着用すること。 
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⑤ 使用した工具・資材・機材等を管理区域から持ち出す際は、QST の放射線管理担当者による汚
染検査を受け、汚染のないことが確認されたのちに搬出すること。また、管理区域への工具の持
ち込みは、必要最小限に留めること。なお、電動工具等内部の汚染、汚染検査が困難な場合には、
基本的に搬出不可となる。 

⑥ 管理区域に立ち入り、かつ作業を行う者は、放射線管理上、放射線業務従事者の指定を受けた者
とすること。 
 

15.2 一般事項 
① 使用後の養生材等（ビニルシート）や、非金属性の廃棄物等は、可燃性、不燃性に分別すること。 
② 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安

全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第
三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努める
こと。 

③ 作業現場の安全衛生管理（KY活動、ツールボックスミーティング等）は法令に従い、受注者の
責任において自主的に行うこと。 

④ 受注者は、作業着手に先立ち QST と安全について十分に打合せを行い、作業要領書を作成し、
QST の確認を得てから作業を行うこと。 

⑤ 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 
⑥ 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 
⑦ 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものにつ

いては、転倒防止策等を施すこと。 
⑧ 火気を使用する際には、事前に火気使用届の提出等の必要な手続きを行うこと。付近に可燃物

がないことを確認して作業を実施すること。また、火気使用終了から最短 1 時間は残り火を点
検し、異常のないことを確認してから作業終了とすること。 

⑨ 火気使用作業中は、養生等の作業環境についてQST の許可を得てから作業を行うこと。 
⑩ 玉掛け作業や天井走行クレーン運転は受注者の有資格者が行うこと。 
⑪ 高所作業時には、必要に応じて、作業者の転落や機器物品の落下を防止するための措置等を施

し、最新の注意を払って作業を行うこと。 
 

15.3 加工作業に関する注意事項 
① 切断等加工作業を行う際には可能な限り空気汚染の伴わないバンドソーやセーバーソー等の電

動工具、パイプカッターのような機械的加工の切断工具を用いること。 
② 切断等加工作業の際には、切粉が飛散しないように、被加工品をビニルシート等で被うなどの

養生を行い、汚染拡大防止に努めること。 
③ グラインダー作業時の切粉等を吸引する場合は、火災防止の観点から切粉等の温度が十分低下

していることを確認してから行うこと。 
④ 鉄製の機器を加工した場合には、錆が発生する可能性があることから、切断面への錆止め塗装

による錆対策を確実に施すこと。 
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⑤ 加工により生じた切粉が周辺に付着することから、加工後速やかに切粉等を取り除くこと。 
⑥ 加工を行った機器については、QSTにより表面密度測定を行い、表面汚染がないことを確認す

ること。 
⑦ 加工作業後は、QSTにより速やかに作業エリアの表面密度測定を行い、表面汚染がないことを

確認する。万一、表面汚染が確認された場合、受注者は作業エリア等の除染作業を行うこと。 
⑧ 空気汚染を伴う加工作業を行う場合には、作業エリア内等を確実に養生するとともにグリーン

ハウスを製作、局所排気装置接続口に局所排気装置を接続して空気汚染を防護すること。また、
既設 HEPA フィルターが目詰まりするため、加工方法によっては前段に専用のフィルター等を
設置し、既設 HEPAフィルターへの負荷を低減してから加工作業を行うこと。 

⑨ 受注者は作業実施前に、加工作業の内容、養生方法等を明記した作業要領書を提出し、QSTの
承認後に作業を実施すること。 

 
15.4 組立作業の注意事項 
① 高精度な組み立てに向け、設置位置確認のため QST と共にレーザートラッカー等による測量、

マーキングを行うこと。 
② 搬入ルート確認、他設備機器との干渉確認を行うこと。 
③ 事前に作業員への周知、掲示等取付準備を入念に行うこと。 
④ アンカーボルトを使う場合、耐震、耐荷重、架台自重等を考慮し、十分強度を確保したものを選

定すること。 
⑤ 作業中、クライオスタット電位、架台電位や真空容器電位などの異なる電位同士を互いに繋い

でしまわないように、足場などの固定時に絶縁を行うこと。 
⑥ ボルトはトルクレンチを用いて規定トルクで締め付け、締め付けたトルク値を記録すること。

なお、トルク値は後日指定する。 
 
16．知的財産権等 

知的財産権の取扱いについては、別紙２「BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条
項」に定められたとおりとする。 

 
17．機密保持 

受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注
者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 

 
18．グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用
する環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙
類」の基準を満たしたものであること。 
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19．軽微な仕様変更 
受注者は製作組立作業において、軽微な（性能及び工期、積算に影響がない）変更を行う場合には、

事前にQSTと協議を行うこと。また、QST は受注者との合意の下、軽微な（工期、積算に影響がな
い）変更を行う場合がある。 

 
20．責任事項 

(1) 受注者は、製作物が本仕様書に明記された機能及び性能を発揮し得ることに対して責任を有す
るものとする。 

(2) 受注者は、機能及び性能を発揮し得るに必要な設計、製作、養生、運搬、試験検査等一切の作業
について責任を有するものとする。 

(3) 受注者は本仕様をQST と協議することなく変更した場合には、変更箇所が提出書類に記載され
ていても無効とし、仕様書の内容を優先するものとする。 

(4) 受注者は、本仕様書の内容を正しく理解するにとどまらず、作業を実施する上で必要となる全
ての情報(対象機器の使用目的や使用形態等)についても正しく理解しなければならないものと
する。この手続を怠ったために生じた一切の不都合は受注者の責任とし、無償で交換するか、又
は修理すること。 

(5) 本作業に当たり、本作業に関係しない機器・物品の移動が必要な場合には、協議の上、受注者が
移動すること。移動した機器・物品は、本作業完了後速やかに元に戻すこと。 

(6) 作業に関し、仕様書の内容に不備がある場合には、受注者は直ちにその旨を申し出なければな
らない。それを怠ったり受注者が独自の判断で仕様を決定したりして作業を行ったために起き
た不都合は受注者の責任とし、無償で交換するか、又は修理すること。 

(7) QST と受注者の間で打合せを行った際には、受注者側で打合せ議事録を作成し、提出するもの
とする。打合せ議事録の提出がない場合は、打合せの決定事項はQSTの解釈を有効とする。 

(8) QST からの文書又は口頭による質問事項に対しては、速やかに打合せ議事録として回答を提出
すること。 

(9) 受注者は、業務の進行状況をQST へ随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。 
(10) 納品作業中にQST の財産に損害を与えた場合は、その補償について両者協議の上、合議内容を

議事録にて確認しその合議内容の決定に従うこと。 
 
21．特記事項 

受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性
を社会的に求められていることを認識し、QST の規程等を遵守し、安全性に配慮して業務を遂行し
得る能力を有する者を従事させること。 

 
22．協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、
QST と協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 
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II 技術仕様 
１．実施内容 

受注者は以下の作業を実施すること。 
（1）ミラーボックス及びレーザー伝送管の敷設 
（2）床板、点検口蓋の設計・製作及び設置 
（3）安全柵の設置 
（4）試験検査の実施 
 

2．概要 
図１に示す本体室中にレーザーを設置するために必要なレーザー伝送管の敷設を実施する。 

 
３．作業内容 
（1) ミラーボックス及びレーザー伝送管の敷設 

図１に示す JT-60 実験棟本体室において、図 2 から５に示すミラーボックス及びレーザー伝送管
を敷設する。図２の赤で示した領域に新規でミラーボックス（図２の MB5~MB9、MB9は図２の階
下）、ミラーボックス間を繋ぐレーザー伝送管、ベローズ、レーザー伝送管取付座（図６）、絶縁プレ
ートを敷設する。これらの機器はQST が支給する。受注者はアンカー、シム、絶縁用マイラーシー
ト、カプトンテープなどインストールに必要な部材を調達すること。 
ミラーボックス及びレーザー伝送管は、アンカーボルトによって固定されたレーザー伝送管取付

座及び絶縁プレートに固定される。図３~図５に示すレーザー伝送管取付座の位置及び数量は例であ
り、最終的な位置・数量は、契約後にQST が提示する図面に従うこと。レーザー伝送管は固定用U
バンドによってレーザー伝送管取付座に固定される。レーザー伝送管が固定される箇所には絶縁用
のマイラーシートをカプトンテープなどで取り付けることにより、レーザー伝送管とレーザー伝送
管取付座間を絶縁する。MB 及びレーザー伝送管は、QST が指定するアースに接続する。また、受
注者は、必要に応じてアンカー打設位置を決定するためのテンプレートを準備すること。 
具体的な敷設手順については、第 I 章 10 項に示す支給品のレーザー伝送管敷設マニュアルに基づ

き協議の上決定するが、敷設順序の概要は下記のとおりである。 
 

  敷設手順 
① ミラーボックスの設置 
QST が準備するガイドレーザーに基づいて、上流側（MB5）から MB5~MB9 を敷設する。その
ため、アンカーを打設、MB を敷設し、第 II 章 4項(1)の外観検査を実施した後、QSTがミラー設
置及び調整作業を行う。ただし、MB8 についてはガイドレーザーによる位置特定が困難となるこ
とが予想されるため、ガイドレーザーと同一水平面をレーザー墨出し器等で決定し、これと第 II 章
3 項(2)で製作する点検口蓋の貫通部と交わる壁に対して垂直な面が交わる壁上の点を基準点とし
てアンカー打設を行っても良い。図 5の青丸で示す梯子部と MB9が干渉した場合は、干渉部分よ
り上の部分で梯子を切断するものとする。ただし、切断した領域には、足をかけるためのウォール
ステップを取り付けること。また、切断した梯子の下部は壁に固定して安定させること。 
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② レーザー伝送管取付座の敷設 
アンカー打設を行い、レーザー伝送管取付座を敷設すること。レーザー伝送管取付座にレーザー伝
送管を敷設した時に、ガイドレーザーがレーザー伝送管の中心を通るように敷設する必要がある。
QST が準備するレーザー伝送管取付座の位置較正治具を用いて適切な位置にレーザー伝送管取付
座を固定すること。 
③ レーザー伝送管の敷設 
②で敷設したレーザー伝送管取付座に伝送管を敷設する。①と同様に MB5側から順次取り付ける
ものとする。ガイドレーザーがレーザー伝送管両端の概ね中心を通るように調整し、固定するこ
と。この確認方法については、QST と協議の上決定する。レーザー伝送管敷設に際して、図 3 に
青丸で示す階段の手すり部分が干渉した場合には、手すり部分を切断するものとする。 
MB8-9 間のレーザー伝送管取付座敷設及びレーザー伝送管の敷設の際は、壁に打設されたアンカ
ーボルトに取り付けられた固定金具によって固定される。MB8の横に図８に示すようにレーザー
伝送管設置予定場所と点検口に取り付けられた縦梯子は隣接している。この点検口を通すレーザ
ー伝送管は、全領域を絶縁し、梯子などの構造物との絶縁を確保すること。 

 
（2) 床板、点検口蓋の設計・製作及び設置 

図２A の位置にある図３に示す青色の床板及び床板を支持する梁がレーザー伝送管と干渉する
ため、レーザー伝送管と干渉しないよう貫通孔を有した床を設計・製作し、既存の床板と交換する
こと。板厚 5 mm 程度の縞鋼板を用い、既存の架台にボルトで締結可能な構造とすること。なお、
この床上には最大２人が乗って作業を行うことを想定しているため、十分な耐荷重を有する構造と
すること。レーザー伝送管敷設時に、貫通孔にはレーザー伝送管のフランジ(φ210 mm)を通す必
要があるため、貫通孔の径はφ250 mm以上設けること。貫通孔とレーザー伝送管の空隙は、加工
した縞鋼板をボルト締結することで塞ぐこと。このボルト締結した縞鋼板とレーザー伝送管の間に
は振動を伝えないように空隙を設けること。空隙のサイズについては協議の上決定する。また、こ
の空隙から工具やボルトなどが落下することを塞ぐため、振動が伝わりにくいゴムシートなどを加
工し取り付けることで空隙を埋めること。 
図２B の位置にある図７に示す点検口蓋がレーザー伝送管と干渉するため、レーザー伝送管と干

渉しないよう貫通孔を有した点検口蓋の設計・製作を行い、既存の床板と交換すること。板厚 5 mm 
程度の縞鋼板を用い、既存の点検口蓋と交換可能な構造とすること。これらの寸法は、現地調査に
基づいて決定し製作すること。貫通孔とレーザー伝送管が接触しないように十分な空隙 (設置精度
も考慮し協議の上決定) を設けること。この空隙を塞ぐため、振動が伝わりにくいゴムシートなど
加工し取り付けること。 
取り外した既設の床板、点検口蓋及び不用品は、QST が指定する場所に移動させること。 
 

（3) 安全柵の整備 
受注者は、図８に示す領域に安全柵を設計・製作し敷設すること。MB5 前の安全柵については、

階段と床の間に可動式の床があるため、現地調査に基づき干渉の無いように設計・製作すること。
また、MB6 前の安全柵は、緑色の構造物の作業が行われる際に、作業干渉が起きないように取り
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外し可能な安全柵とすること。 
 
４．試験検査 
 以下に示す検査を行い、試験検査成績書にまとめること。具体的な検査方法については、QST と協議
の上、決定すること。試験検査要領書に検査方法をまとめ、事前に承認を得ること。 
(1) 外観検査 

レーザー伝送管、ミラーボックス及びレーザー伝送管取付座に目立った汚損がないことを目視で確
認する。 
触診により、レーザー伝送管、ミラーボックスが確実に固定されていることを確認する。なお、光路
がずれることを避けるためミラーボックス及びレーザー伝送管の取付毎に実施するものとする。 

(2) 絶縁検査 
メガリングを行い、以下の間が電気的に絶縁されていることを確認すること。 
・レーザー伝送管 – レーザー伝送管取付座 
・ミラーボックス – レーザー伝送管取付座 
・レーザー伝送管 - 青丸 A の点検ステージ 
・レーザー伝送管 – 青丸 B の点検口蓋 
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図 1  JT-60 実験棟１階の平面図。赤枠で示した領域が本体室であり、本作業の実施領域である。 
 

 
図 2. 伝送管設置位置の鳥観図。赤で示した領域が本件で敷設する伝送管及びミラーボックス(MB)
の経路である。青丸で A、B と示した部分には切り欠きが必要な床板が敷設されている。MB9はキ
ャットウォーク床下の点検ステージ上に設置される。 
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図 3. 伝送管の敷設位置①。赤枠で示した伝送管が本契約で敷設する伝送管である。 

 
図４. 伝送管の敷設位置②。左図の赤枠で示した伝送管が本契約で敷設する伝送管である。右図は縦
伝送管に取り付ける伝送管取付座の概形を示している。 

MB7

MB5

MB6

MB8

MB7

MB8

MB9
床下
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図 5. 伝送管の敷設位置③。本契約は MB9までである。 

 

図６.  伝送管取付座の設置基準とアンカー位置のイメージ図。 
 

MB9

伝送管中心

ガイド
レーザー
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以上 
 
 

(a)           (b) 

   
図 7. (a) 図４のキャットウォーク貫通部分に設置されている点検口の蓋。赤線は伝送管の敷設想定
位置を示している。(b) 点検口に敷設された縦梯子と伝送管の位置関係。褐色の筒はΦ50 の伝送管
を模擬した筒である。 

 

 
図 8. 安全柵の設置領域 

安全柵

MB5

MB6



ＢＡ調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項 

本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項（以下「本特約条項」とい

う。）による。

（定義） 

第１条 本契約において「ＢＡ協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広

範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との

間の協定」をいう。 

２ 本契約において「事業長」とは、ＢＡ協定第６条に定める「事業長」をいう。 

３ 本契約において「事業チーム」とは、ＢＡ協定第６条に定める「事業チーム」をいう。 

４ 本契約において「締約者」とは、ＢＡ協定の締約者をいう。 

５ 本契約において「実施機関」とは、ＢＡ協定第７条に基づき、締約者が指定する法人

をいう。 

６ 本契約において「団体」とは、実施機関がＢＡ計画の目的のために物品又は役務の提

供に関する契約を締結する団体をいう。 

（品質保証活動） 

第２条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書（以下「契約書等」という。）の

要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。 

（品質保証プログラム） 

第３条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプ

ログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの（ISO9001-2000 等）で、かつ、

本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによること

ができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラ

ムを適用することができる。

（品質重要度分類） 

第４条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じ

て甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた

要求事項は、別表１のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。 

（疑義の処置） 

第５条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始

する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。 

別添

１

別紙１



 

 

（逸脱許可） 

第６条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思

われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。

甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通

知するものとする。 

 

（不適合の処理） 

第７条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見

込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければな

らない。 

 

（重大不適合の処置） 

第８条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影

響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに

甲に提案し、その承認を得なければならない。 

 

（作業場所の通知） 

第９条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約

に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履

行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。 

 

（受注者監査） 

第１０条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査

を実施できるものとする。 

 

（立入り権） 

第１１条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チ

ームの構成員及び乙以外の団体が、第９条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を

有することに同意する。 

２ 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等

への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、

必要に応じて実施することができるものとする。 

 

（文書へのアクセス） 

第１２条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書

２



 

及びデータを提供するものとする。 

 

（作業停止の権限） 

第１３条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないこと

が認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。 

２ 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、

甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（下請負人に対する責任） 

第１４条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく

乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。 

 

（情報の締約者等への提供） 

第１５条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以

外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合がある

ことにあらかじめ同意するものとする。 

 

 

別表１ 品質重要度分類とクラス毎の要求事項 

 等級 

項 目 クラス A クラス B クラス C 

設計 
設計レビュー及び独

立検証 1) 

設計レビュー及び検

証 
産業標準 2) 

検査・試験（工場立会

検査、完成検査を含

む） 

認定検査員 3)による

検査及び試験 

乙により認定された

検査員による検査及

び試験 

通常の検査のみ 

監査 完全監査 4)及び評価 一般管理評価 5) ライン監査 6) 

1)  独立検証 ：乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証 

2)  産業標準 ：乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準 

3)  認定検査員：公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員 

4)  完全監査 ：乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを 

確認するための定期的監査 

5)  一般管理評価：乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するため

の定期的な内部監査 

6)  ライン監査 ：乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査 

 

３
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BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項 

本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項（以下「本特約条項」と

いう。）による。 

（定義） 

第１条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

（１） 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権又は特許を受ける権利

（２） 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権又は実用新案

登録を受ける権利

（３） 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権又は意匠登録を受ける

権利

（４） 商標法（昭和３４年法律第１２７号）に規定する商標権又は商標登録を受ける

権利

（５） 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定す

る回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利

（６） 種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権又は品種登録を受ける

地位

（７） 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラムの著作物及びデー

タベースの著作物の著作権

（８） 外国における、第１号から第７号に記載の各知的財産権に相当する権利

（９） 不正競争防止法（平成５年法律第４７号）に規定する営業秘密に関して法令に

より定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利（以下「営業秘密」と

いう。）

２ 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わ

ず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又

は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除い

たものをいう。 

３ 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新

案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログ

ラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについ

ては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

４ 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発さ

れ、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、

若しくは創出される知的財産権をいう。 

５ 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が

単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。 

６ 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範

な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との

間の協定」をいう。 

７ 本契約において「事業長」とは、BA協定第６条に定める「事業長」をいう。 

別紙2
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８ 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第６条に定める「事業チーム」をい

う。 

９ 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。 

１０ 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第７条に基づき、締約者が指定する

法人をいう。 

１１ 本契約において「団体」とは、実施機関が BA 協定の目的のために物品又は役務の

提供に関する契約を締結する団体をいう。 

１２ 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登

録回路配置及び登録品種の総称をいう。 

 

（情報の普及及び使用） 

第２条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技

術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排

他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意

する。 

２ 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるす

べてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示する

ことに同意する。 

３ 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネル

ギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及

び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。 

 

（発明等の報告） 

第３条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には（以下、かかる発明等

を「本発明等」という。）、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告す

るものとする。 

２ 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長

及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開

発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あら

かじめ同意する。 

 

（生み出された知的財産権の帰属等） 

第４条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で

創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。 

２ 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財

産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものと

する。 

３ 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する

場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとす

る。 
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（発明等の取扱い） 

第５条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘

密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱

いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本

発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取

扱いについて別途協議の上決定する。 

２ 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲

以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研

究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、

あらかじめ同意する。 

３ 乙は、乙が第１項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締

約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実

施機関に承継させるものとする。 

 

（背景的な知的財産権の認定） 

第６条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締

結する覚書（以下「覚書」という。）に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、

本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。 

２ 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内

容を甲に書面により報告するものとする。 

３ 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在

が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において

存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正

当な理由を甲に書面により報告するものとする。 

４ 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討

の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。 

５ 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事

業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関す

る活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同

意する。 

６ 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約

者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与す

る義務を生じさせるものではない。 

 

（背景的な知的財産権の帰属） 

第７条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものでは

ない。 

 

（創出者への補償等） 

第８条 乙は、乙の従業者又は役員（以下「従業者等」という。）が創出した本発明等
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に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継す

るものとする。 

 

（生み出された知的財産権の実施許諾） 

第９条 生み出された知的財産権の実施権の許諾（利用権の付与を含む。以下同じ。）

については、次の各号による。 

（１） 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業

チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の

原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、

無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権

利を伴う。 

（２） 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平

等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非

排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、

実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。 

２ 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項

に基づく実施権の許諾を行う。 

３ 乙は、第１項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、

甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上

半期については７月１５日までに、下半期については翌年の１月１５日までに甲に報

告書を提出する。 

４ 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長

及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発

に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あら

かじめ同意する。 

５ 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を

許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者へ

の実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。 

６ 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるとき

には、甲が第１項第２号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するた

めの権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償

の実施権を甲に許諾するものとする。 

 

（知的財産権の帰属の例外） 

第１０条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベー

ス等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する

場合（第６条に基づき従業者等から承継する場合を含む。）であっても、乙はかかる著

作権（著作権法第２１条から第２８条までに定める全ての権利を含み、日本国内にお

ける権利に限らない。）を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負

の対価に含まれる。 

２ 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自
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ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外

の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必

要な措置を講じるものとする。 

 

（下請負人に対する責任） 

第１１条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行さ

せる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に

遵守させるものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後

も効力を有する。 

 

（言語） 

第１３条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文

でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。 

 

（疑義） 

第１４条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本

特約条項に優先する。 


